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給与所得のある皆さんへ～ご協力を
お願いします
個人住民税の特別徴収
　給与所得のある方の個人住民税
は、事業所（給与の支払者）を通じて、
毎月の給与から引き落としを行う
「特別徴収」によることが原則となっ
ています。
　平成２９年度から都内の市区町村
では特別徴収を徹底していきます。

ご理解ご協力をお願いします。
【複数の事業所から給与を受給して
いる方】
　２か所以上の事業所から給与の支
払いを受けている方は、そのうち１
か所の事業所ですべての税額の特別
徴収が行われることになります。
　特別徴収を行う事業所について希
望がある方は、３月１５日までに「市民
税・都民税申告書」で特別徴収を行う
事業所を申し出ていただく必要があ
ります。
【給与（年金）の他に所得がある方】
　給与所得・公的年金等に係る所得
の他に所得のある方（６５歳未満の方

は、給与所得の他に所得のある方）
は、原則として他の所得に係る税額
についても、給与所得に係る税額と
併せて一つの事業所で特別徴収を行
うことになります。
　他の所得に係る税額について、個
人で納付する「普通徴収」を希望する
方は、「所得税の確定申告書」または
「市民税・都民税申告書」でその旨を
申し出ていただく必要があります。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。

◇
問市民税課☎７２４・２１１４
住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の
減 額 制 度
　一定の要件を満たす住宅の改修工
事を行った場合、固定資産税を減額
します。
※工事完了日から３か月以内に申告
して下さい。
※詳細は町田市ホームページをご覧
下さい。
【耐震改修】
対１９８２年１月１日以前に建築された
住宅を、現行の耐震基準に適合させ
るよう改修工事（工事費用が５０万円
を超えるもの）を行ったもの
内固定資産税額の２分の１を減額（１
戸当たり床面積１２０㎡相当分を上
限）
減額期間２０１６年１月～１２月に工事
が完了した場合＝翌年度１年度分
（ただし、建築物の耐震改修の促進に
関する法律に規定する通行障害既存
耐震不適格建築物に該当するものは

翌年度から２年度分）
※市から補助金が出ている耐震工事
を行っていても、「簡易耐震工事」の
場合は改修工事に必要な要件・基準
を満たさないため、軽減措置の対象
外です。　
【バリアフリー改修】
対新築された日から１０年以上を経
過した住宅（賃貸住宅を除く）で、一
定の要件を満たすバリアフリー改修
工事（補助金等を除く工事費用が
５０万円を超えるもの）を行ったもの
内固定資産税額の３分の１を減額（１
戸当たり床面積１００㎡相当分を上
限）
減額期間改修工事完了の翌年度１年
度分
【省エネ改修】
対２００８年１月１日以前に建築された
住宅（賃貸住宅を除く）で、一定の要
件を満たす省エネ改修工事（窓の断
熱改修工事必須・補助金等を除く工
事費用が５０万円を超えるもの）を行
ったもの
内固定資産税額の３分の１を減額（１
戸当たり床面積１２０㎡相当分を上
限）
減額期間改修工事完了の翌年度１年
度分
※バリアフリー改修及び省エネ改修
に伴う減額は、各々の申告により同
時に適用されますが、耐震改修を行
った住宅に係る減額制度と同時には
適用されません。

◇
問資産税課☎７２４・２１１８

エフエムさがみ 83.9MHz　「東京町田インフォメーション」で町田の情報を放送中

お知らせお知らせ

　全国のコンビニエンスストアの
マルチコピー機から、住民票の写
しや印鑑登録証明書等が取得でき
ます。
　サービスを利用するには、利用
者証明用電子証明書を搭載したマ
イナンバーカード（個人番号カー
ド）が必要です。また、既に自動交
付サービス利用登録済みの住民基
本台帳カードをお持ちの方は引き
続き利用できます。
利用可能店舗セブン‐イレブン、ロ
ーソン、サークルＫサンクス、ファ
ミリーマート
取得できる証明書住民票の写し、
印鑑登録証明書、市・都民税課税・

非課税証明書、戸籍全部事項証明
書、戸籍個人事項証明書

　システムメンテナンスのため、
２月１９日㈰は、町田・南町田・鶴川
の各駅前連絡所を臨時休所しま
す。なお、２月１１日㈷は、各駅前連
絡所は祝日のため休所します。
　皆さんのご理解ご協力をお願い
します。

◇
問市民課☎７２４・２１２３（コンビニ
交付・駅前連絡所臨時休所につい
て）、☎８６０・６１９５（個人番号カー
ドについて）

ご利用下さい
コンビニ交付サービス ２ 月１９日㈰

各駅前連絡所は
臨時休所します

支給要件 支給・不支給の具体的なイメージ
●支給対象者
　平成２８年１月１日時点で町田市に住民票が
あり、平成２８年度の市民税が課税されていな
い方。
　ただし、次の方は対象外です。
　・市民税が課税されている方の扶養親族等
　・生活保護等の受給者
※平成２８年度の市民税は平成２７年分（平成
２７年１月１日～１２月３１日）の所得から計算
されます。
●支給額　対象者１人につき１万５０００円（１
回限り）

〔受付窓口設置期間・場所・時間〕
２月１４日㈫～２４日㈮→市庁舎２階会議室２－１（午前８時３０分～午後４時）
２月２７日㈪～７月１４日㈮→市庁舎７階会議室（午前８時３０分～午後５時）
※土・日曜日、祝休日を除きます／各市民センター・各駅前連絡所等では受け付けしていません／その場で支給は行いません。

　消費税率の引き上げ（５％→８％）による負担の影響を緩和するための「臨時福祉給付金」について、社会全体の所得の底上げを目的とした経
済対策として、平成２９年４月～平成３１年９月の２年６か月分を一括支給します。
　２月１４日から対象と思われる方へ申請書を順次郵送しますので、お手元に届いたらお早めに申請をして下さい。

窓口での申請　～混雑が予想されるため、郵送での申請にご協力下さい。

問福祉総務課臨時給付金係☎724・4431

厚生労働省
給付金キャラクター
カクニンジャ

全員支給される場合 全員に支給されない場合

父 母

子

＝扶養している人上表の凡例

課税者

非課税者

非課税者

父 母

子

非課税者非課税者

非課税者

＝扶養されている人

扶養者が課税者の場合は、全員支給されません。世帯全員が非課税者の場合は、全員に支給されます。
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臨時福祉給付金（経済対策分）
２月１４日から申請書を順次郵送します

申請受付期間
２月１４日㈫
� ～８月１４日㈪

町田市役所臨時
福祉給付金専用
コールセンター
携帯電話の方 ☎０４２・７１０・８５１０

【受付時間】
３月３１日㈮まで＝午前８時３０分～午後６時（無休）
４月３日㈪から＝午前８時３０分～午後５時（土・日曜
日、祝休日を除く）

☎０５７０・０２０・０
オー　給付
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！

※フリーダイヤルでは
ありません。


